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Ⅰ．西臼杵森林認証協議会森林認証部会員所有山林の概要 

 

１． 森林の所有者 ： 西臼杵森林認証協議会森林認証部会（会長 抜屋 臣雄） 

会員 ７名(うち１共有林) 

    

① 抜屋 臣雄／所有森林 215.48ha 

（宮崎県西臼杵郡日之影町在住） 

 

② 下小原共有(９名と 11 名の共有林) 代表 抜屋博信 

／所有森林 115.38ha 

（宮崎県西臼杵郡日之影町在住） 

 

③ 廣島 聖雄／所有森林 44.59ha 

（宮崎県西臼杵郡日之影町在住） 

 

④ 甲斐 好博／所有森林 49.56ha 

（宮崎県西臼杵郡高千穂町在住） 

 

⑤ 戸髙 久治／所有森林 70.81ha 

（宮崎県西臼杵郡高千穂町在住） 

 

⑥ 甲斐 希俊／所有森林 61.85ha 

               （宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町在住） 

 

⑦ 山村 唯夫／所有森林は高千穂町 104.65ha 

（熊本県阿蘇郡高森町在住） 

 

 

２． 森林の管理者：上記①～⑥は、森林所有者が管理。また⑦は西臼杵森林組合に委託して管理を行って 

いる。 

 

３．認証の区域    ： 西臼杵郡日之影町大字分城 949-1 他（位置図添付） 

 

４．森林の面積    ：  ６６２．３２ha 

 

５．団地数        ：  ７団地   （日之影町３団地／高千穂町３団地／五ヶ瀬町１団地） 
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６．森林資源の構成 

 

【樹種・齢級別資源構成表】                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21̊ʣ ֻ

19.77 10.94 7.71 1.84 7.86 29.86 28.30 70.10 90.58 54.16 11.45 4.35 2.18 1.44 0.16 340.70

˲ 46.00 862.00 312.00 1572.00 7576.00 9021.00 25538.00 36477.00 23206.00 5295.00 2149.00 1053.00 648.00 70.00 113825

0.44 0.52 0.59 0.77 5.03 2.48 9.83 23.68 13.32 10.79 2.51 0.38 70.34

40.00 40.00 129.00 935.00 537.00 2503.00 6932.00 4153.00 3761.00 914.00 154.00 20098

› 0.10 1.22 1.93 12.26 0.07 16

6.00 240.00 457.00 3027.00 17.00 3747

0.48 0.34 4.02 3.09 8.92 8.40 1.84 6.49 1.14 0.06 34.78

8.00 135.00 208.00 736.00 875.00 225.00 952.00 169.00 12.00 3320

20.69 11.80 12.42 5.70 21.81 40.74 39.97 101.49 106.97 77.27 14.03 4.35 2.56 1.44 0.16 461.40

94 1043 649 3243 8988 11749 33662 41256 30006 6226 2149 1207 648 70 140990

0.53 0.55 2.79 1.17 0.42 0.21 5.67

ẏ 103.00 118.00 804.00 294.00 69.00 48.00 1436

0.39 0.09 4.91 2.08 4.32 5.57 8.49 12.22 16.88 34.81 9.26 52.75 27.60 3.73 1.16 1.91 0.36 186.53

1.00 195.00 131.00 382.00 584.00 1248.00 1865.00 2498.00 5687.00 1621.00 10170.00 5311.00 752.00 240.00 399.00 88.00 31172

0.39 0.09 4.91 2.08 4.32 5.57 8.49 12.75 17.43 37.60 10.43 52.75 28.02 3.94 1.16 1.91 0.36 192.20

1 195 131 382 584 1248 1968 2616 6491 1915 10170 5380 800 240 399 88 32608

21.08 11.89 17.33 7.78 26.13 46.31 48.46 114.24 124.40 114.87 24.46 57.10 30.58 5.38 1.32 1.91 0.36 653.60

95 1238 780 3625 9572 12997 35630 43872 36497 8141 12319 6587 1448 310 399 88 173598

1.65

4.89

2.18 2.18

23.26 11.89 17.33 7.78 26.13 46.31 48.46 114.24 124.40 114.87 24.46 57.10 30.58 5.38 1.32 1.91 0.36 662.32

95 1238 780 3625 9572 12997 35630 43872 36497 8141 12319 6587 1448 310 399 88 173598

ʣ (ha ʤ (m3)

ֻ

ᶩ ᷂

̛♥ ԍ

ᾛ

ⅎ

ⅎ
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７．認証対象森林の沿革・概要 

 

 西臼杵森林認証協議会森林認証部会は、西臼杵森林認証協議会が SGEC 森林認証に取り組むに当たり、

対象となる森林所有者７名(１名は共有林)が結成したグループである。抜屋 臣雄氏(抜屋林業)と戸髙 久

治氏((株)マルサン)は、同協議会素材生産部会の認定事業体の代表者でもある。 

 今回のグループでの取り組みは、既に西臼杵地区で認定事業体である第三セクター(株)もくみ(製材･加

工･販売)とも連携して、認証森林の適正な管理を推進し、西臼杵産 SGEC 森林認証材の安定供給と、適正な

分別・表示の一翼を担おうとするものである。 

 

（１）地域の概要 

森林認証申し込み地域は、五ヶ瀬川流域森林計画区内の、西臼杵郡は西部上流域に位置する。この

西臼杵地区は、五ヶ瀬・高千穂・日之影町の３つの町から形成し、宮崎県の北西部に位置している。

また、大分・熊本両県と県境を成し、九州山地の一部を占め、祖母傾国定公園など優れた自然景勝地

を有している。 

この区域の総面積は、68,677ha うち森林面積 60,365ha 総面積の 87%を占めている。民有林面積は

48,834ha で森林面積の 81%を占めて、森林の有する多面的機能を発揮するため、健全な森林経営が出

来るよう努めている。 

地勢は、大きく秩父累帯と四万十累帯地層に分かれ、秩父累帯には、石灰岩の層が堆積している。

全般的に地形が急峻で、祖母山（1,756m）を中心に九州山脈を形成している。また、新生時代には、

阿蘇火砕流が広く分布し、五ヶ所高原等に広い台地も形成している。 

土壌については、適潤性褐色森林土壌がほぼ全面的に分布し、総体的に林木の生育に適した土壌と

なっている。 

気候は、年平均気温約 15℃、降水量は 2,559mm と比較的温暖で豊富な降雨量があり、林木の生育に

適した気候を有している。しかし、西臼杵地区では、１～３月の平均最低気温(高千穂観測所)が氷点

下を記録しており、宮崎県では最も寒さが厳しく、山間部では積雪も見られる。 

 

（２）森林の沿革 

認証対象となる森林は、戦後の拡大造林事業により、現在スギを主体とする人工林資源が成熟期を

迎え、質的充実から次第に収穫可能な段階を迎えている。 

平成 16 年 4 月 1 日を始期とする全国森林計画に即し、森林の持つ多面的機能を発揮するため、機能

に応じて｢水土保全林｣、｢森林と人との共生林｣、｢資源の循環利用林｣の 3 つに区分けすることとし、

森林・林業等の振興策を勘案し、森林整備に関する計画事項を定めている。 

   このため、木材資源の効率的な循環・利用を重視した、適切な保育管理の実施、伐採跡地の植栽等

による的確な更新の実施、さらに、公益的機能を発揮するため、森林の健全な育成に努めている。 
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（３） 対象森林－各団地の概要 

 

① 抜屋臣雄氏(抜屋林業(有))の所有山林 

  日之影町大字分城を中心とする地域に分布し、森林面積約 215a のうち、スギ人工林が 116ha を占め

ている。先代の社長がシイタケ栽培に力を入れており、そのシイタケ原木伐採後、他にスギの植林を行

い、現在約 40 年生前後のスギ人工林が多く、自社で木材業も経営しており下刈り・間伐等の保育管理

も行き届いている。 

 

② 下小原共有 

  日之影町大字分城字小原に分布している。抜屋博信氏を代表に 11 人の共有林と９人の共有林で、森

林面積は約 115ha、そのうち、スギ人工林面積は 64ha と約 56％になっている。林齢は主に 35 年～40

年生のスギが多く、共有林ということもあって、基本的には末端まで自力で管理を行っている。 

  

③ 廣島 聖雄氏の所有山林 

先代から引き継がれた森林で、面積は 45ha。そのうち、スギ人工林の面積は 14ha で、約 31％であ

る。クヌギを中心とするシイタケ用原木林と天然林が多く見られ、シイタケ用原木については、ぼう芽

更新を実施し、その後の管理については下刈りのみで比較的作業が容易である。 

 

④ 甲斐 好博氏の所有山林 

高千穂町大字上野地区に分布し、森林面積 50ha のうち、28ha 約 56％がスギ人工林である。先代か

ら引継がれた森林で、戦後の拡大造林により成熟した森林は自ら森林の管理をすることで労働量を確保

し、所得アップを図っている。 

 

⑤ 戸髙 久治氏の所有山林 

  主に高千穂町大字岩戸・向山に分布し、森林面積 71ha のうち、スギ人工林面積は 33ha 約 46％にな

っている。自社で素材生産業((株)マルサン)を営んでいるため、森林の管理は容易にできるようになって

いる。 

 

⑥ 甲斐 希俊氏の所有山林 

主に五ヶ瀬町大字三ヶ所に分布し、森林面積 62ha うち、18ha 約 29％がスギ人工林の面積になって

いる。生シイタケの生産を行っており、天然林を含め計画的にシイタケ用原木の伐採を行っている。ま

たスギの間伐も自ら搬出することで所得の確保をしている。 

 

⑦ 山村 唯夫氏の所有山林 

高千穂町大字三ヶ所祖母山のほぼ一ヶ所に存在する。森林面積１０４ha のうち、67ha 約 65％が、ス

ギ人工林の面積になっている。森林の区分は水土保全林で、施業管理を西臼杵森林組合と委託契約を結

び、計画的に管理がなされている。 
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（４）森林の現況（各団地･機能区分･制限林･保護林等） 

    市町村森林整備計画施行団地は７団地有り、全体面積は 662.32ha4a うち 224.31ha は保安林に

なっている。 

                                       (単位：ha・m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．林道・作業道 

      総延長：44,675 ｍ  路網密度：  67 m/ha 

 

 

10．施業履歴（過去５年間）                          (単位：ha・m) 

  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

所有者名 抜屋臣雄 

下小原 

共有 廣島聖雄 甲斐好博 戸髙久治 甲斐希俊 山村唯夫 合 計 

森林面積 215.48 115.38 44.59 49.56 70.81 61.85 104.65 662.32 

ヒノキ 32.57 7.25 1.13 1.12 1.96 16.77 9.54 70.34 

スギ 115.58 64.19 14.45 27.67 32.64 18.40 67.77 340.70 

マツ 11.40 1.58 0.10 0 0 2.50 0 15.58 

その他 55.93 42.36 28.91 20.77 36.21 24.18 27.34 235.70 

水土保全林 148.19 36.64 42.26 0 41.27 20.12 104.65 393.13 

資源循環林 67.29 78.74 2.33 49.56 29.54 41.73 0 269.19 

共生林 0 0 0 0 0 0 0 0 

保安林面積 147.95 36.97 28.80 0 0 0 0 224.31 

水源かん養 147.95 36.97 28.80 0 0 0 0 213.72 

土砂流失防備 0 0 0 0 7.22 3.37 0 10.59 

保護林※ 0 0 0 0 0 0 0 0 

林道+作業路 13,529 7,424 6,092 3,320 2,937 6,173 5,200 44,675 

事業種名 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 計 

下 刈 13.81 18.66 20.36 27.01 27.77 107.61 

除 伐 －  －  －  －  －  －  

枝 打 －  －  －  －  －  －  

保育間伐 14.76 19.47 31.92 0.73 30.87 97.75 

作業道(m) 600    3,600 4,200 
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11.素材生産量（過去５年間）（m３） 

 

 

 

 

 

 

12．森林被害の記録（過去５年間）と概況（ha） 

 森林被害については、シカ･カモシカ･ノウサギによる食害が見られるが、シカの被害については防護 

柵を設置している。病虫害については、松くい虫による松枯れが見られるが横ばい・軽微であり、伐倒

駆除による被害拡大防止が図られている。台風被害については、復旧造林や間伐を中心とした森林整備

を行っている。 

 

 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 計 

病 虫 害 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25 

獣 害 1.00 1.00 0.50 0.02 0.02 2.54 

森 林 火 災 0 0 0 0 0 0 

気象害(台風） 0.1 1.2 0.8 1.7 0.5 3.2 

 

【病虫害への対応】 

施業の実施にあたっては、生物多様性の保全、水土保全の観点から、健全な森林の育成に努め病虫

害の発生の抑制に努める。原則として林業薬剤は使用しないが、今後、植生に異常をもたらすよう

な病虫害が発生した場合は、「林業薬剤管理マニュアル」に従い、適切な管理のもと、最小限の使用

としている。 

 

【台風被害への対応】 

被害予防のためテレビ等の気象情報に注意し、異常気象が発生した場合は林内を巡回し、災害が発

生した場合は専門家・関係機関の指導を受け対処する。 

 

【森林火災】 

   過去 5 年間、森林火災被害はないが、 火災予防対策として森林巡視を実施している。    

   

 

 

 

 

 

 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 計 

素材生産量(間伐) 472 778 1,371 30 1,369 4,020 

素材生産量(主伐) 1,905 117 2,760 273 21 5,076 
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13．森林づくり基本方針（「経営方針」） 

  認証対象森林における「森づくり基本方針」は、次の通りとしている。 

 

（１）持続可能な林業経営を第三者に評価してもらう中で、部会員の林業経営の方針を明文化し、施業の 

効果を検証しながら理論的知識の向上を図り、認証森林が「地域の森林は市民共有の財産である」こと

の証として、大変重要な存在であることを裏づけしていく。 

 

（２）同時に、環境資材である認証材の販売のため、安定供給・販路確保など、積極的な活動を多方面に 

展開していくことを部会員共通の目標と定めている。また、森林認証の普及と認証森林の拡大のため、

情報公開、広報活動などを部会員一致団結して行うとともに、関係機関にも協力を求めていく。 

認証部会員の林業経営にあたっては、SGEC の基準・指標、森林管理に関する法令、五ヶ瀬川流域 

森林整備計画の施業基準を遵守し、地域林業のリーダーとして、共通の認識を持って積極的な経営を行

うため以下の経営方針を実行していく。 

 

① 森林経営 

森林経営に当たっては、「森林に関する法令及び SGEC の基準・指標」を遵守し、森林の持つ公益的

機能を高度に発揮させるため、以下の方針により適正な森林整備を実施する。先代から受け継いだ森

林を適正に管理しながら、林業を「業」として持続的経営を維持していくことを第一とする。 

部会員個々の情報交換、現場研修により、安全作業とともに低コスト施業の方法、出材方法を研究・

実施する。特に、地域林業の担い手としての認識を持って持続する森林経営を行うため、環境に配慮

しながら対象森林の価値を最大限に発揮するため、優良材生産材の安定供給を行う。天然林は一部を

除き単木的な伐採にとどめ、生物多様性の保全のため自然の推移に委ねる。 

有用広葉樹育成林では、その育成や収穫のため小面積を伐採する。またスギ･ヒノキの適地であれば、

拡大造林を行うなど、積極的な施業を行う。また、クヌギ・ナラ林等、ぼう芽による更新が確実な林

分を伐採する場合は、一箇所当たりの伐採面積を適切な規模とするとともに、伐採箇所の分散に配慮

する。 

 

② 地域社会 

地域林業のリーダーとして、周辺の施業が遅れている森林所有者に対して、施業の受委託契約を結

ぶなどして、地域の森林の機能回復を図る努力をする。 

管理面積が拡大しかつ森林が団地化できれば、雇用の増加につながる。また、素材生産量も増加す

る。兼業で自家労働力による生産の現状から、雇用労働力による定時安定生産にシフトできる可能性

がある。そうなれば、地域の木材産業の安定した素材調達源として寄与することができる。 

  認証森林の存在は、地域の森林が市民共有の財産であることの証として大変重要な存在である。認

証森林の拡大のため、情報公開、広報活動や認証材流通のための活動を部会員一致団結して行うとと

もに、関係機関にも協力を求めていく。 
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③ 公益的機能の維持・増進 

   管理が十分でない森林については間伐の実施を急ぎ、下層植生を育成し、公益的機能の増進

を図る。既に間伐し下層植生が育成している林分では、その維持のため、施業前の下草の刈り払

いは最小限度にとどめる。さらに林縁植生には特に留意する。 

皆伐後の植栽は、伐採後２年以内に必ず行い、幼齢林を確保し将来の森林成長量の増大によって二酸

化炭素吸収機能の増進と、森林の健全性を維持する。 

尾根筋の林分において風衝地、岩石地等、造林木の優良な生育が見込めない箇所は、保護樹帯として

設定し、防災・砂防機能を強化する。 

沢筋には水辺林を設定し、人工林になっているところは、除･間伐を行うなどして、多種な樹木の生

育を促し、水資源の保全や土砂流出防止機能を維持する。 

 

 

14．環境方針 

認証部会では、地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全など、持続可能な林業経営をめざし

て、次のとおり、取り組むこととしている。 

（１）環境保全に関する法令を遵守し、林業経営と環境保全の両立をめざす。 

（２）適切な森林整備に取り組み、森林の多面的な機能の維持・向上を図る。 

（３）施業の実施にあたっては、土壌及び下流域での水資源の保全に努める。 

（４）保護樹帯、水辺林の設置など動植物の生息・生育環境の保全に努める。 

（５）適切な森林整備に取り組み、森林の二酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、国産材・地域

材の循環利用を促進し、地球温暖化防止に貢献する。 

（６）施業の実施にあたっては、化石燃料の使用削減に努める。大気汚染物質や廃棄物は、発生の抑制

に努めるとともに、地域で定めれた方法により、適切に処理する。 

（７）森林病害虫防除にあたり、林業薬剤を使用する場合は、適切な管理のもと、必要最小限の量とす

る。 

（８）モニタリングを実施し、継続的に森林の状況及び林内に生息・生育する動植物を把握する。貴重

な動植物が発見された場合は、必要な保護対策を行う。 

（９）調査研究・教育のため、地方自治体、研究機関から協力要請があった場合は、可能な限り協力す

る。 

（10）生物多様性の保全に関する知識の習得に努め、林業従事者に研修の機会を設ける。 

 

 

15．施業基準の概要 

森林の整備に当たっては、森林のおかれている自然的、社会的、経済的諸条件と森林のもつ木材等

生産、水源かん養、山地災害防止、地球温暖化防止、野生動植物の生育の場、保健休養や環境教育の

場の提供等の各機能を総合的かつ高度に発揮させるため、各団地の「市町村森林整備計画」に基づき、

森林を重視すべき機能に応じた水土保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林の３つに区分し、

それぞれに適した施業を行うものとしている。 

各団地の施業基準はそれぞれの属する市町森林整備計画書のとおりであり、基本的な施業基準は次
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のとおり。 

   

（１）水土保全林 

この森林では、水源かん養、山地災害の防止機能を重視し、間伐等の重点的な実施やその実施に

必要な作業道等の整備、さらには長伐期施業や複層林施業、間伐等を積極的に推進することとする。 

（２）森林と人との共生林 

    この森林では、森林とのふれあいの場を提供するため、落葉広葉樹等の天然更新を進め、伐採に

当たっては景観を損ねないように留意しながら、歩道等の整備を促進することとする。ただし、今

回の認証対象林の中には、「森林と人との共生林」に区分される森林はない。 

  （３）資源の循環利用林 

    この森林のスギ人工林資源の高い地域では、木材資源を循環的に利用する観点から、既存人工林

の適切な施業と伐採跡地の的確な更新を推進し、あわせて林道・作業道の整備についても推進する。 

 

    

15．地域との連携 

   県、町、森林所有者、森林組合、森林管理署等と連携を密にして、森林施業の共同化、林業後継者 

の育成、地域産材の需要拡大等、長期展望に立った取り組みを計画的に推進することとしている。 

 

 

16．森林環境教育 

  小・中・高校が森林で体験学習が行えるよう、森林所有者の協力を得て、体験の場となる森林を確保 

し、指導者や年齢層に応じたプログラム開発等を推進するものとしている。 

現在、都市部(福岡市)の工務店と西臼杵材による産直住宅の取り組みを推進しているが、取り組み 

の一貫として、施主を山林に招き、伐採見学や植林体験ツアーを実施し、毎回盛況であり、都市部住民

に山林と木材の良さを伝えるための独自の環境教育プログラムとなっている。 
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Ⅱ．審査経過 

 

１．西臼杵森林認証協議会森林認証部会の審査経過 

 

西臼杵森林認証協議会森林認証部会の審査は、(社)全国林業改良普及協会の児島裕、野田昭一、鳥越

貞雄、宇佐美均の４名が担当した。 

 

【審査申込】 

平成 20 年２月６日／審査申込 

（内 容） 

１．『緑の循環認証会議』SGEC 森林認証の考え方 

２．基準・指標・ガイドラインの説明 

３．審査手順及び毎年の管理審査の説明 

４．審査申込書の受付 

５．確認資料の説明 

 

【認証審査】 

平成 20 年２月７～８日／書類確認及び「現地確認審査」 

 

（場 所） 

   森林認証部会認証対象森林、及び西臼杵森林組合事務所等関係事業体 

（審査員） 

   (社)全国林業改良普及協会 審査員  児島 裕 

        同       審査員  宇佐美均 

        同      専門審査員 鳥越貞雄  

（出席者） 

   森林認証部会   会長       抜屋臣雄（抜屋林業(有)代表）  

     同      会員       抜屋博信（下小原共有代表） 

     同      会員       廣島聖雄 

    同      会員       甲斐好博 

同      会員       戸高久治（(株)マルサン代表）        

     同      会員       戸高昌治（(株)マルサン） 

     同      会員       甲斐希俊 

同      会員       山村 唯夫 

西臼杵森林組合販売課長       坂本秀男 

佐藤木材 代表           佐藤庫司 

   （株）もくみ 総務係長       谷川由香 
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（内 容） 

審査申込書及び提出資料を確認の上、対象森林の自然条件、地域的特性、施業状況、社会環境を把握す

るため、抽出した現地で下記内容の企画審査を行った。 

 

１．「森林認証部会認証対象森林」の現地確認。 

２．認証対象森林の管理状況の把握。 

３．森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

４．地域森林計画及び市町村森林整備計画の確認。 

５．森林簿・及び森林計画図の現地照合。 

６．地域での労働安全対策と実施状況について森林組合関係者から聞き取り 

７．管内の希尐野生動植物の生息状況についての聞き取り 

８．希尐野生動植物の保護地等・保護状況について 

９．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

 

 

 

平成 20 年３月 19 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

(社)林木育種協会理事長        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       山下友一 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査判定を行った。 

 

  提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、西臼杵森林認証協議会森林認証部会の認証

対象森林であるものと認められた。 

  

  （判定内容については、判定事由書参照） 
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【確認資料一覧】 

 

１．西臼杵森林認証協議会規約 

２．部会員参加同意書（下小原共有を含む） 

３．下小原共有名簿 

４．五ヶ瀬川地域森林計画書 

５．日之影町、高千穂町、五ヶ瀬町管内図 

６．日之影町森林整備計画 

７．高千穂町森林整備計画 

８．五ヶ瀬町森林整備計画 

９．認証対象森林の森林簿、森林計画図 

10．認証対象森林の森林施業計画書（平成 14～19 年） 

11．森林認証対象森林の施業計画認定書（写し） 

12．団地別林相現況図（１／５０００） 

13．森林認証部会経営方針 

14．森林認証部会環境方針 

15．生物多様性の保全を考慮した施業指針 

16．モニタリング調査実施要領 

17．作業完了時巡視報告書 

18．施業実施仕様書 

19．作業現場における油類の取扱マニュアル 

20．林業薬剤管理マニュアル 

21．安全作業マニュアル 

22．安全衛生及び健康管理マニュアル 

23．林野火災予消防マニュアル 

24．災害時の緊急連絡システム緊急連絡先一覧表 

25．西臼杵森林組合第９回通称総代会資料 

26．「宮崎県版レッドデータブック」 

27．「宮崎県 野生動植物の保護に関する条例」（平成１５年度版） 

28．「再造林可能な独自の産直システムで高千穂杉を守る」受賞記事（チルチンびと／風土社） 
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Ⅲ．判定事由書 

 

西臼杵森林認証協議会森林認証部会の審査における判定事由 

 

【森林認証審査判定】 

 

「企画審査」により、ＳＧＥＣの定める基準・指標・ガイドラインに準拠した全林協審査判定表「西臼杵

森林認証協議会森林認証部会員 所有山林」のとおり、66 項目を「審査要件」として決定した。 

「審査要件」に基づき「現地確認審査」を行い、審査判定について審査委員会に諮ったところ、西臼杵森

林認証協議会森林認証部会員 所有山林は、認証に価すると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記４項目について、「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

１．「モニタリング調査実施要領」によるモニタリングを継続的に実施することにより、認証対象森林に生

息・生育する動植物の把握及び記録に努めること。 

 （基準２－２） 

 

２．モニタリングの励行により、団地ごとの経済的、社会的、生態的な特性を十分に把握し、長期的な森

林管理に求められるよりきめ細かな林分管理計画の策定に努めることが望まれる。 

 （基準４－１） 

 

３．現場作業者への生物多様性の保全に関する研修を行うとともに環境配慮に対する意識を共有すること。 

  (基準５－３)  

 

４．モニタリングを継続的に実施することにより、所有山林の状態を常に把握するよう努めること。その

結果は、今後の森林施業に役立てること。 

  (基準７－１) 
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基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

森林認証の対象森林は、五ヶ瀬川流域森林計画内の宮崎県西臼杵郡内の３町に位置し、西臼杵森林協議会

森林認証部会員７名の森林所有者(うち 1 名は共有林)が管理する、７団地、662.32ha である。森林所有者

は各自「森林施業計画」を樹立しており、森林簿、森林計画図をもとに、林分を現地で明確に確認できる。

１名は、西臼杵森林組合に施業委託しており、受託者･森林組合から森林認証に係る各種方針に基づき、管

理を行うことの同意が得られている。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は林相、

林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

「森林簿」が常備され、5 年ごとの森林施業計画によって更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

森林現況調査により森林計画図を樹種別(ヒノキ・スギ・マツ・広葉樹など)に色分けした「団地別林相現

況図」(1/5,000)を常備しており、対象森林の位置は、現地及び図面上で明確であることを確認した。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の中で、

森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されている。 

 

 １－４－１／妥当である 

各森林所有者･各団地の認証対象森林は、森林施業計画の認定を受けおり、「森林施業計画書」（平成 14～

平成 19 年）及び認定書の写しを常備している。森林管理の基本方針は、森林施業計画書の計画事項の｢森

林施業の実施に関する長期方針｣により確認した。 

 

 １－４－２／妥当である 

認証対象森林は「地域森林計画」及び「市町森林整備計画」に基づいた森林施業計画により、水源かん養

機能又は山地災害防止機能を重視する「水土保全林」、木材等の生産機能を重視する「資源の循環利用林」

に区分され、各々「目指すべき林相」と施業の考え方が明示され、森林の管理・施業はそれに基づいて実

行している。 

 

 １－４－３／妥当である 

森林認証部会「環境方針」の中で、「地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全など、持続可能な 
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林経営をめざす」ことを明示している。同部会「生物多様性の保全を考慮した施業指針」(以下、施業指針)

において、「施業実施に当たっては、森林管理に関する法令及び五ヶ瀬川流域森林整備計画の施業基準を遵

守し、認証部会の管理方針を基本として、生物多様性の保全、水土保全を常に意識し、森林環境への影響

を検証しながら行う」とされ、現地調査によりこの方針を確認することができた。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

西臼杵地区で認証森林の適正な管理と認証林産物の適正な分別・表示を進める目的で設立された西臼杵森

林認証協議会のもと、森林認証部会は認証対象森林の管理に取り組んでいる。各団地の森林は、西臼杵森

林組合など素材生産部会事業体等とも連携して、各森林所有者によって適切な保育管理の実施、素材生産、

伐採跡地の植栽等による的確な森林管理が実行されていることを現地において確認した。 

 

 １－５－２／妥当である 

同部会は「森林づくり基本方針」を定めており、適切な森林整備の実施や環境資材である認証林産物の販

売のための安定供給・販路確保など、積極的な活動を多方面に展開していくことを部会員共通の目標と定

め、経営内容の継続的改善に意欲的である。 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められて いるとともに、

主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

対象森林は、五ヶ瀬川流域森林計画区に位置しており、地域森林計画及び、森林整備計画に基づく、森林

認証部会の環境方針において、人工林、保護樹帯、自然度の高い天然林それぞれに生物多様性に配慮した

森林整備の推進方向が定められている。 

なお、施業実施に関しては森林認証部会の「生物多様性の保全を考慮した施業指針」を定めている。 

 

 ２－１－２／妥当である 

認証対象森林の 30％近くがシイ、カシ、ヤマザクラ、モミ、ツガ等の天然林である。「施業指針」におい

て、保護樹帯・水辺林を設定し、単木的な伐採にとどめ、原則として天然更新に委ねるとし、景観保全に

も配慮した施業を行っている。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 

 

 ２－２－１／妥当である (向上目標) 

森林計画図を樹種別（スギ・ヒノキ・アカマツその他広葉樹等）に色分けした「林相現況図」（1/5000）
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を常備している。 

これまで認証対象森林の動植物の調査は行われていない。 

今後、モニタリングを継続的に実施することにより、「貴重な動植物の存在が確認されれば、速やかに行政

機関、研究機関に報告し、その保護に努める」こととしている。    

 

 ２－２－２／妥当である 

対象森林は戦後の拡大造林事業により、現在スギを主体とする人工林資源が成熟期を迎えており、大きな

渓流、水辺林はないが、施業指針において、「多様な生物の生息・生育地になるなど生物多様性に重要な尾

根筋の広葉樹、沢筋の広葉樹は保護樹帯、水辺林として整備保全を図る」こととしている。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

「宮崎県版レッドデータブック」、｢宮崎県野生動植物の保護に関する条例｣等を常備している。また、「モ

ニタリング調査実施要領」を定め、巡視時及び作業完了時に、モニタリング調査を継続的に実施し、「林内

に生息・生育する動植物の把握及び記録に努める」としている。また｢施業指針｣において、貴重な動植物

が生息・生育することが確認された場合は、行政機関に連絡し、専門家の意見を聞いた上で保護マニュア

ルを定め、必要な保護対策をとることとしている。                             

   

 ２－３－２／妥当である 

「施業指針」において、「貴重な野鳥の営巣が確認されれば、その周辺の伐採を避け、繁殖を妨げないよう

な配慮をする」及び｢枯損木、倒木等は、生物多様性の保全を考慮して、可能な範囲で残す」と定めている。

現地においても、天然林内にモミの巨木が保存され、昆虫・鳥類の生息場となりうる広葉樹林が保全され

ていることを確認した。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

宮崎県の指定希尐野生動植物に指定されているニホンカモシカが生息しているが、｢施業指針｣において、

｢下層植生や林縁植生の保全に留意すること｣と定め、現状においても除・間伐が適切に行われ、林縁植生

及び下層植生は良好であり、生育環境が維持されている。 

その他の希尐動植物については、情報収集を開始しており、確認された場合は、「施業指針」の｢保護上重

要な動植物の保護｣により保護対策を講ずることとしている。 

 

２－４－２／妥当である 

シカ等の鳥獣の狩猟については、｢鳥獣保護法｣に基づいて、適正に行われている。環境方針において「貴

重な動植物が発見された場合は、必要な保護対策を行う」こととし、山菜や有用植物の採取に際しては、

持続可能なレベルを超えず、不適切な活動については、森林巡視等により防止している。 
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 ２－４－３／妥当である 

造林樹種は、宮崎県推奨の苗木を選定しており、対象森林への外国産等の樹種の導入はない。 

 

 ２－４－４／妥当である 

林道･作業道の作設に際しては、「施業指針」において「林道規程を遵守する」｢作業道は切り土法面の低い

施行に努める｣｢可能な限り間伐材等の生物系資材を有効利用するとともに、小動物の生育･繁殖を妨げない

ように努める｣こととしている。 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影響を

最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

「施業指針」において、「人工林は、主伐を実施するまでの間は、間伐をくり返し、林内照度を高め、植栽

木の成長促進と下層植生や林縁植生の維持を図る。主伐は個々に定めた伐期齢で行うが、長伐期施業につ

いては小面積皆伐(５ha 以下)を行い植栽による更新方法と、間伐をくり返し樹下植栽し複層林施業を行う

とする方法をとる」とする２つの方法をとり、集運材は、地表面の保護・流失防止に努め、安全で効率的

な作業を行い、機械の排気による大気汚染を軽減し、環境変化への認識を持っている。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な場所は「水土保

全林」として区分され、施業の基本的方法とともに公益的機能別森林区域図に明示されている。特別な配

慮が求められる地区については、「水源かん養保安林」「土砂流出防備保安林」に指定され、指定施業要件

が厳格に設けられている。また、認証対象森林については、各計画図に土壌・水系等の保全が必要な地区

が明記され、必要な措置がとられている。 

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／妥当である 

｢施業指針｣において、｢尾根筋や沢筋、岩石地や急斜面などの造林木の優良な生育が見込めない箇所は、保

護樹帯、水辺林として設定し、既存の広葉樹などの伐採を行わないで育成し、台風等気象災害の防止など

の役割を持たすとともに、生物多様性の保全に努める」としており、計画図に基づいて、現地において保

護樹帯が適正に残されていることを確認した。 

 

 ３－２－２／妥当である 

保護樹帯の植生は、シイ、カシ、ヤマザクラ、モミ、ツガ等の立地条件に適合した天然林であることを現

地において確認した。また、針葉樹人工林の間伐の際には、｢施業指針｣により、｢尾根筋の林分において風
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衝地、岩石地等、造林木の優良な生育が見込めない箇所は、保護樹帯として設定し、間伐率の小さい間伐

を繰り返しながら既存の広葉樹などの伐採を行わない｣とし、現地においては、適切な間伐により、林内が

明るく広葉樹が侵入し、自然植生が維持されていることを確認した。   

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、地表

面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 

 

 ３－３－１／妥当である 

山地災害の防止、水源かん養機能等の機能を重視する森林は、地域森林計画及び市町村森林整備計画にお

いて、「水土保全林」とされ、同部会｢森林づくり基本方針｣は上記の基準・指標に適合している。なお、保

安林等制限林の指定施業要件は、遵守されていることを確認した。 

 

 ３－３－２／妥当である  

集運材は、「施業指針」により、「近隣の水資源や土砂流失防止などへの影響を考慮し、地表面の保護・流

失防止に努める。常に安全で効率的な作業を行い、機械の排気による大気汚染を軽減する」とし、素材生

産部会各事業体は、「伐採・搬出作業マニュアル」に基づき、｢搬出路の開設は、河川等の汚濁防止並びに

土砂等の流出防止を図るため、地形になじんだ線形とし、切盛土量を極力抑えるとともに沢の横断を避け

る。林地保護のため搬出路面に枝条を敷設するなど配慮する｣と定め、現地においてもこの方針が確認でき

た。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

燃料・オイル類は、関係法令及び同森林認証部会「作業現場における油類の取扱いマニュアル」に基づき、

適切な管理のもと使用している。 

林業薬剤はほとんど使われていないが、病虫害の蔓延や獣害がある場合など、やむを得ず使用する場合は、

森林病害虫等防除法及び「林業薬剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を

使用することとしている。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

「施業指針」により「作業道・巡視道の開設においては、林道規程等の基準を遵守し、河川等の汚濁防止

並びに土砂等の流出防止に努めるとともに、可能な限り木材等の生物系資材を利用し、環境への配慮に努

める」としている。路線の選定にあたっては、「切盛土量が尐なくなるよう線形とし、大きな沢の横断、擁

壁等恒久的工作物を必要とする箇所は極力避ける」ことに努めていることを現地において確認した。 
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基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成し、

適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

「環境方針」の中で、「地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全など、持続可能な林業経営をめざ

す」と定め、この中で「適切な森林整備に取り組み、森林の多面的な機能の維持・向上を図る。土壌及び

下流域での水資源の保全に努める。森林の二酸化炭素の吸収機能を高め、国産材・地域材の循環利用を促

進し、地球温暖化防止に貢献する」等を掲げて、公益的価値を充分認識した上で、森林管理を実行してい

る。 

 

 ４－１－２／妥当である (向上目標) 

資源状況等をより詳細に把握するため、「モニタリング調査実施要領」及び「巡視報告要領」を作成して実

行に当たり、団地ごとのきめ細かな管理計画の策定に努める意向である。各団地とも「森林簿」が常備さ

れており、５年おきの森林施業計画樹立の際の森林調査により、更新されている他、森林の利用区分に基

づいて間伐中心の施業により、長期的な森林管理の持続性に配慮している。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配置さ

れている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

「森林施業計画書」の伐採計画の範囲内で、伐採を行っている。伐期は個々の林分ごとに定めており、間

伐の繰り返しにより、持続可能な森林経営をめざしている。 

森林施業計画書の「森林の現況並びに伐採計画及び造林計画」に箇所毎の伐採方法、伐採率、伐採面積・

材積、伐採予定時期を含む収穫予定表が明示されていることを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

伐採方法などは、「市町村森林整備計画」の施業基準に基づいている。「森林施業計画書」の伐採計画に基

づいて、伐採を行っている。「生物多様性を考慮した施業指針」が作成され、この中で、長伐期施業につい

て、可能な箇所では間伐をくり返し樹下植栽を行い、複層林施業を実施すること、造林木の優良な生育が

見込めない箇所では、既存の広葉樹を残し、育成することを定めている。また、間伐の際には、広葉樹を

極力残し、下層植生や林縁植生の維持を図っている。 

 

 ４－２－３／妥当である 

認証対象森林はすべて、森林施業計画認定森林であり、森林施業計画書の伐造計画に基づいて、伐採を行

っていることを確認した。 
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４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履歴を

踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である  

最近５年間の施業履歴に、伐採と更新の実績が記録されている。 

伐採後は２年以内に「適地適木」の原則に基づき、地域在来の苗木を植えている。 

なお、更新期間は、「市町村森林整備計画」に基づいていることを確認した。 

 

 ４－３－２／妥当である 

更新方法などは、｢市町村森林整備計画｣に準拠している「施業指針」によって定められていることを確認

した。また更新予定は、各団地の「森林施業計画書」の造林計画に基づいている。 

 

 ４－３－３／妥当である 

｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣において、その場所にあった樹種を選ぶ適地適木を原則とすると

ことを明記し、また原則的に、宮崎県産の苗木を使用している。  

 

 ４－３－４／妥当である 

｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣において、「植え付け後は、巡視等によりその知に根付かなかった

苗木が確認された場合、すみやかに新しい苗木を補植する」と定め、実行している。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行われ

ている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

｢施業指針｣における天然林の取り扱いについては、「五ヶ瀬川地域森林計画」及び「市町村森林整備計画」

の内容とは整合性が図られている。｢施業指針｣において、「尾根筋や沢筋の天然林は、保護樹帯として設置

し、保全していく」こととしている。また天然林では、原則として、有用樹の単木的な収穫・利用にとど

め、天然更新、自然の推移に委ねることを原則としている。 

 ４－４－２／妥当である 

｢施業指針｣において、「天然林では、原則的に単木的な伐採にとどめ自然の推移に委ねるが、有用広葉樹育

成林分では必要最小限の伐採を行う。更新は天然更新又はその林地に適した樹種を植える。天然下種更新

の場合、天然稚樹の発生・生育が不充分な箇所について、必要に応じて地表処理、刈出し、植え込み等を

行うものとする。ぼう芽更新の場合は、目的樹種のぼう芽の発生状況を考慮し、必要に応じて芽かきや苗

木の植え込みを行うものとする。」こととしている。 

 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 
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 ４－５－１／妥当である 

「施業指針」において、保育の方法を定めており、適切な保育作業が行われている。除間伐に際しては、

林内に広葉樹が適度に残されていることを現地において確認した。 

 

 ４－５－２／妥当である 

最近５年間の施業履歴に保育の実績が記録されており、その実施状況を現地で確認した。 

「森林施業計画書」の保育計画に基づいて、今後、保育を行う予定である。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

森林施業計画における伐造計画に間伐箇所と箇所毎の伐採率、数量、間伐予定時期が明示され、計画に準

拠して間伐が行われていることを確認した。 

 

 ４－６－２／妥当である 

間伐の実行については、「施業指針」により、その方法、伐採率等を定めており、その中で広葉樹、枯れ木

等を残すことを定めている。 

 

 ４－６－３／妥当である 

最近５年分の施業履歴に、保育間伐、収入間伐(素材生産)の実績が記録されており、各団地の現況に照ら

して適切な間伐が行われていることを確認した。 

 

４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令などを順

守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

病虫獣害の防除については、「施業基準」により、森林病害虫等防除法、および鳥獣保護法等の関係処方例

に基づいて行うものとしている。             

なお、やむおえず林業薬剤を使用する場合は、「林業薬剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、

最小限の林業薬剤を使用することとしている。 

 

 ４－７－２／妥当である 

森林被害及び対処措置を確認した。その内容は、次の通りである。 

   病虫害：０．２５ha 

   獣害：ニホンジカ等による剥皮・食害／２．５４ha 

気象害：台風被害３．２ha 

 

※松くい虫被害については伐倒駆除。獣害については、防護柵を設置。台風被害については復旧造林や間 

伐による森林整備等を行った。 
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４－７－３／妥当である 

林業薬剤は極力使用しないこととしているが、林業薬剤を使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「林

業薬剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を使用にとどめることとしてい

る。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

認証対象林における巡視及びモニタリングについては、現場担当者が、各団地の巡視を行い、森林災害の

被害状況並びに森林の現状を報告する体制をとっている。西臼杵郡の事業所・各家庭には全て防災無線が

備えられており、必要な時に放送を流すことができる。 

また、「林野火災予防マニュアル」の中で、予防に対する事業現場での対応を定め、「消防団、関係機関が

実施する消防訓練にはできる限り参加すること」としている。 

 

 ４－８－２／妥当である 

「林野火災予防マニュアル」において、地域の消防団、関係機関が実施する消防訓練にできる限り参加す

ること、消化機材を用意すること、火災が発生した場合の連絡体制等、林野火災の予防対策、火災時の具

体的な対応策を決めている。 

 

 ４－８－３／適用除外 

過去５年間、森林火災の発生はなく、該当なしと認められる。 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

森林管理及び環境保全上必要な法令及び条例を遵守する事を確認した。 

 

 ５－１－２／妥当である 

現地確認の際、森林管理上必要な法令集、「林野小六法」「環境六法」「環境法規総覧」等が事務所内に常備

されていることを確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／適用除外 

聞き取りにより、認証対象森林には慣習的な利用権がないことを確認した。このため、審査委員会により、

審査要件から除外した。 
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 ５－２－２／適用除外 

聞き取りにより、認証対象森林には慣習的な利用権がないことを確認した。このため、審査委員会により、

審査要件から除外した。 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である （向上目標） 

「環境方針」で、｢生物多様性の保全に関する知識の習得に努め、林業従事者に研修の機会を設ける｣とさ

れているとともに、「施業指針」では、保護上重要な動植物の把握とともに、生物多様性に関する研修の機

会を設けることと定めている。    

 

 ５－３－２／妥当である 

同部会の「安全作業マニュアル」、「安全衛生及び健康管理マニュアル」に基づき、労働災害防止のため、

作業を行うものに対する安全衛生及び健康管理教育を実施している。また、林業・木材製造業労働災害防

止協会等が実施する研修会・講習会には積極的に参加していくものとしている。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 

 ５－４－１／妥当である 

各団地森林所有者、素材生産部会各事業体の現場作業者が、法律で義務づけられた社会保険に加入してい

ることを確認した。 

 

 ５－４－２／妥当である 

同部会は、「安全衛生及び健康管理マニュアル」を定め、安全衛生推進体制を組織化している。各種安全教

育が行われている。また災害時の緊急連絡システムが確立されていることを確認した。 

 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との連携

を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

同部会の認証対象森林は、各森林所有者とともに素材生産部会の認定事業体によって伐採・搬出されるこ

とになる。原木は、既に製材加工で認定事業体となっている(株)もくみ（日之影町）に出荷されることと

なり、今後の認証森林の適正な管理と認証材の安定供給、適正な分別・表示管理が期待されている。認証

取得後は、西臼杵森林認証協議会が一体となって森林認証材の普及・啓発に努めることとしている。 
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 ６－１－２／妥当である 

同部会では、生産現場で原木を明確に分別管理し出荷している。また素材生産部会は、分別表示の事業体

認定も同時に申請しており、分別・表示のための的確な管理体制をしいて、認証材の管理を行うこととし

ている。素材生産部会では「認証林産物の分別・表示管理方針書」及び「分別・表示管理計画」を定めて

おり、需要者に適正に供給できる分別・表示管理体制を確立していることを確認した。 

 

 ６－１－３／妥当である 

現地調査により、作業路の法面や路面の要所は、間伐材の土留めや横断溝、路肩は間伐材等が敷設され、

間伐材が積極的に利用されていることが確認できた。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全などへ

の指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

小・中・高校が森林で体験学習が行えるよう、森林所有者の協力を得て、体験の場となる森林を確保し、

指導者や年齢層に応じたプログラム開発等を推進することとしている。また認定事業体である福岡市の工

務店・長崎材木店と連携し、西臼杵材による産直住宅の取り組みを推進しており、その一貫として、施主

を山林に招き、伐採見学や植林体験ツアーを実施し、毎回盛況である。 

また、一般者の入山に際しては、熟練した案内者が複数同行し、安全に配慮しているとともに案内板等が

整備されていることを確認した。 

 

 ６－２－２／妥当である 

認証対象森林では、林内の要所に案内標識を設置するなどして、入山者に山火事防止、ゴミの持ち帰りな

ど、マナーの啓発に努めている。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対応が

とられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

市町村森林整備計画では、｢森林と人との共生林｣に区分されている森林はないが、認証対象森林では、シ

イタケ原木としてクヌギ林や、シイ、カシ、ヤマザクラ、モミ、ツガ等の天然林を維持するなど、多様な

森林づくりに取り組んでおり、景観的に望ましい森林配置となっている。また自然歩道、登山道、ハイキ

ングコースなどがある場合、景観保全にも配慮した施業を実施することとしている。 

 

 ６－３－２／適用除外 

認証対象森林には、「森林と人との共生林」として区分されている森林や公的制度により制約がある森林が

ないことを確認したため、審査用件から除外した。 
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 ６－３－３／適用除外 

現地確認により、認証対象森林には、大規模な森林レクリエーション施設が設置されていないことを確認

した。このため、審査要件から除外した。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／適用除外 

対象森林内に指定文化財や学術上重要な森林等は無いことを確認した。 

 

 ６－４－２／妥当である 

認証対象森林では、これまでも、所有山林の一部を展示林、見本林として森林教室等に活用してきている。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう努め

ている。 

 

 ６－５－１／妥当である 

環境方針において、｢適切な森林整備に取り組み、森林の二酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、国

産材･地域材の循環利用を促進し、地球温暖化防止に後継する｣としており、間伐を積極的に実施し、林床

の受光性を高め、下層植生の育成や広葉樹の再生を図っており、森林の地球温暖化防止機能の向上に寄与

している。 

 

 ６－５－２／妥当である 

同部会の「環境方針」において、温暖化防止の観点から化石燃料の使用削減に努めることとしている。 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

７－１－１／妥当である（向上目標） 

環境方針において、「モニタリングを実施し、継続的に森林の状況及び林内に生息・生育する動植物を把握

する。貴重な動植物が発見された場合は、必要な保護対策を行う｣とされている。そのため、具体的なモニ

タリング手順及びチェックリストを作成した｢モニタリング調査実施要領｣を定めて、実施することとして

いる。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、その調

査に対する協力体制が整っている。 
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 ７－２－１／妥当である 

第３者機関によるモニタリングは実施されていないが、環境方針において、「調査研究・教育のため、地方

自治体、研究機関から協力要請があった場合は、可能な限り協力する｣を定めており、今後積極的な対処に

努めていくことが確認できた。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

最近５年間の施業履歴と森林被害の記録が整備されている。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般に公

開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

管理計画や種々の施業記録等については、公開の要請があった場合には、原則として公開する考えである。

視察や新聞等マスコミの取材も積極的に受け入れ、情報・公開に努めている。 

 


